
法人名 該当事項 指名停止理由

株式会社ジェイアール東日本企
画

（東京都渋谷区）
R7.11.11 ～ R8.8.11 9か月

「「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」の
制定について」（平成９年５月３０日付　官会第１２４２
号）の別表第２第１５号（不正又は不誠実な行為）

貴社は、国土交通本省及び観光庁が令和５年度に交付した補
助金に関して、実際の従事状況に基づくことなく算定した人件
費を、当該補助金交付のため必要な実績報告書等に記載して
国土交通本省等に提出し、補助金を過大に請求していたこと
が、「「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」の制定に
ついて」別表第２第１５号（不正又は不誠実な行為）に該当する
ため。

指名停止中の事業者一覧

指名停止期間


